
 三木市ことばの保育室の設置及び運営に関する要綱を次のように定める。 

 

  令和７年３月３１日 

 

三木市教育長  大 北 由 美  

 

 

   三木市ことばの保育室の設置及び運営に関する要綱 

 

（設置） 

第１条 幼児の言語に関する障害を早期に発見し、指導するため、三木市こ

とばの保育室（以下「ことばの保育室」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 ことばの保育室の位置は、三木市末広１丁目１０番８号（三木市立

三樹幼稚園内）とする。 

（ことばの保育室の管理者） 

第３条 ことばの保育室の管理者は、三木市立三樹幼稚園の園長（以下「園

長」という。）とする。 

（休業日） 

第４条 ことばの保育室の休業日は、三木市立幼稚園の管理運営に関する規

則（昭和３４年三教委規則第２号）第１１条第１項に定める日とする。た

だし、教育長が特に必要と認めるときは、休業日を変更することができ

る。 

（開室時間） 

第５条 ことばの保育室の開室時間は、午前９時から午後４時４５分までと

する。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これを変更することが

できる。 

（職員） 

第６条 教育委員会は、ことばの保育室に幼稚園教諭を配置する。 

２ 前項の規定によりことばの保育室に配置された幼稚園教諭（以下「こと

ばの保育室教諭」という。）は、園長の命によりことばの保育室の運営に

関する業務に当たるものとする。 

（事業） 

第７条 ことばの保育室は、市内に住所を有する４歳児（満３歳に達した日

以後における最初の４月１日から翌年３月３１日までの間にある幼児をい



う。以下同じ。）及び５歳児（満４歳に達した日以後における最初の４月

１日から翌年３月３１日までの間にある幼児をいう。以下同じ。）並びに

その保護者を対象に次に掲げる事業を行う。 

(1) ４歳児又は５歳児の言語の発達に課題を持つ保護者に対する、面接に

よる相談、助言、情報提供その他の支援（以下「面接相談」という。） 

(2) 言語に障害のある５歳児の当該障害を改善するための通級による指導

事業（以下「通級指導」という。） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業 

２ 通級指導を希望する幼児の保護者は、あらかじめ面接相談を受け、教育

委員会の承認を得なければならない。 

（利用料金） 

第８条 ことばの保育室の利用に係る料金は、無料とする。 

（面接相談等の申込み） 

第９条 面接相談又は通級指導を希望する幼児（以下「申込幼児」とい

う。）の保護者は、あらかじめ教育委員会に対し申込みを行い、面接相談

の日時の指定を受けるものとする。 

２ 前項の申込みは、４歳児の保護者にあっては三木市ことばの保育室面接

相談申込書（４歳児）（様式第１号）により、５歳児の保護者にあっては

三木市ことばの保育室面接相談・通級指導申込書（５歳児）（様式第２

号）により、それぞれ行うものとする。 

３ 申込幼児の保護者は、申込幼児が市内の就学前施設（幼稚園、保育所、

認定こども園その他の就学前施設をいう。以下同じ。）に在籍していると

きは、当該就学前施設の長を経由して第１項の申込みを行うものとする。 

（通級指導の通知） 

第１０条 教育委員会は、前条の規定により通級指導の申込みがあったとき

は、ことばの保育室教諭から当該申込幼児に係る面接相談の内容を聴取

し、通級指導の承認の可否を決定するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の決定に当たり、申込幼児が就学前施設に在籍して

いるときは、当該就学前施設の長に対し、三木市ことばの保育室申込みに

係る実態調査票（様式第３号）により、ことばの保育室の利用において必

要な当該申込幼児の状態等に関する報告を求めることができる。 

３ 教育委員会は、第１項の規定により通級指導を承認するときは、三木市

ことばの保育室通級承認通知書（様式第４号）により、承認しないときは

三木市ことばの保育室通級不承認通知書（様式第５号）により、申込幼児

の保護者にそれぞれ通知するものとする。 



４ 教育委員会は、第１項の規定による通級指導の承認に当たり、必要な条

件を付すことができる。 

（通級指導対象者のことばの保育室等への通知） 

第１１条 教育委員会は、前条第１項の規定により通級指導の承認をしたと

きは、通級指導が必要な者に関する通知書（様式第６号）により園長に通

知するものとする。 

２ 教育委員会は、前条第１項の規定により通級指導の承認をした幼児（以

下「通級幼児」という。）が就学前施設に在籍するときは、当該就学前施

設の長に三木市ことばの保育室通級幼児通知書（様式第７号）によりその

旨を通知するものとする。 

（通級幼児の保護者の責務） 

第１２条 通級幼児の保護者は、通級指導を受けるに当たり、園長からの指

示に従わなければならない。 

（通級指導の時間） 

第１３条 面接相談は、申込幼児１人につき４５分を標準とする。 

２ 通級指導は、通級幼児１人につき、週１回４５分を標準とする。 

（通級指導等に要する時間の取扱い） 

第１４条 教育委員会は、面接相談又は通級指導を受ける幼児が市が設置す

る就学前施設に在籍するときは、面接相談又は通級指導に要する時間につ

いて、幼稚園教育要領（平成２９年文部科学省告示第６２号）に定める幼

稚園の教育時間、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年内

閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）に定める幼保連携型認定こど

も園の教育時間（当該幼児が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園

に在籍する場合にあっては、当該園の教育時間）又は児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）に定める保育所の

保育時間に算入するものとする。 

２ 教育委員会は、面接相談又は通級指導を受ける幼児が市以外の者が設置

する市内の就学前施設に在籍するときは、前項の規定に準じた取扱いをす

るよう当該就学前施設に求めるものとする。 

（指導の記録） 

第１５条 ことばの保育室教諭は、通級指導を実施したときは、当該通級幼

児に対する通級指導の内容、成果等を記録するものとする。 

（通級指導の終了） 

第１６条 教育委員会は、通級幼児又はその保護者が次の各号のいずれかに

該当するときは、通級指導を終了し、退級させることができる。 



(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 通級幼児の障害が改善したことにより入級時の目的を達成し、退級に

ついて保護者の同意を得たとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、ことばの保育室に通級することが著しく

不適当と認められるとき。 

２ ことばの保育室教諭は、前項の規定により通級指導を終了したときは、

当該通級幼児の氏名、退級日、退級の理由その他必要な事項について教育

委員会に報告しなければならない。 

（就学時に係る措置） 

第１７条 教育委員会は、通級幼児が就学時においてもなお通級指導が必要

と認められるときは、市内小学校で実施する学校教育法施行規則（昭和２

２年文部省令第１１号）第１４０条に規定する特別の教育課程による授業

を受けることができるよう努めるものとする。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定め

る。 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 三木市ことばの保育室設置及び運営に関する要綱（平成１３年５月３１

日制定）は、廃止する。 


